
資料５ 

「需給調整市場ガイドライン」改定の建議について 

令和６年 11月 29日 

電力・ガス取引監視等委員会事務局 

ネットワーク事業監視課

１．経緯 

需給調整市場は、一般送配電事業者が需給バランスの調整を行うために必要となる電源

等を市場から広域的かつ効率的に調達するため、令和３年度から段階的に取引が開始され、

令和６年４月からは全商品の取引が開始されたところ。 

現在、需給調整市場については、多くの商品及びエリアにおいて、募集量未達の状況が

継続しており、市場競争が十分に機能していないという課題が生じている。また、市場競

争が十分に機能していないことにより、約定価格が高値で推移するなど、調達価格の高騰

についても対応が必要となっている。 

こうした課題について、現在、資源エネルギー庁の審議会（制度検討作業部会）や電力

広域的運営推進機関の会議（需給調整市場検討小委員会）において、「募集量削減」及び「応

札量増加」の両面から検討が進められている。 

電力・ガス取引監視等委員会としても、制度設計専門会合及び制度設計・監視専門会合

において、応札量の増加を促進するとともに事業者の適切な入札を促す観点から、入札価

格の規律等について議論・検討を行ってきたところ、今般、第１回及び第３回制度設計・

監視専門会合（令和６年９月、同年 11月）において、需給調整市場ガイドラインの改定の

方向性について整理を行った。 

（参考）第１回及び第３回制度設計・監視専門会合における整理 

⚫ 調整力 kWh市場

➢ 調整力 kWh市場における限界費用の考え方について

⚫ 調整力ΔkW市場

➢ 固定費回収のための合理的な額の考え方について

➢ 固定費回収後の一定額について

➢ 逸失利益（機会費用）の考え方について

➢ 起動費等の扱いについて

２．今後の対応（案） 

上記の制度設計・監視専門会合で整理された需給調整市場ガイドラインの改定について、

別紙のとおり、経済産業大臣に建議することとしたい。 

（趣旨） 

制度設計・監視専門会合での整理を踏まえ、「需給調整市場ガイドライン」の改定を経済

産業大臣に建議することについて御審議をいただきたい。 
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別紙 

経済産業省 

２０２４●●●●電委第●号 

年 月 日 

経済産業大臣 殿 

電力・ガス取引監視等委員会委員長 

「需給調整市場ガイドライン」の改定に関する建議について 

「需給調整市場ガイドライン」（２０２４年３月２５日最終改定）については、電力の適

正な取引の確保を図るため、別添のとおり、改定を行う必要があると認められることから、

電気事業法第６６条の１４第１項の規定に基づき、貴職に建議いたします。 
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別添 

需給調整市場ガイドライン 改定事項 

⚫ 調整力 kWh市場

➢ 限界費用は、１単位追加的に発電した際に追加的に増加する費用であることを

踏まえ、同一出力帯における上げ調整時の限界費用と下げ調整時の限界費用は

一致させることとする旨、記載する。

➢ 卸電力市場価格等を機会費用として上げ調整の kWh価格に引用する場合、下げ

調整の kWh価格は、以下の算定式とする旨、記載する。また、卸電力市場価格

等を機会費用として下げ調整の kWh価格に引用する場合、以下の算定式を逆算

して上げ調整の kWh価格を登録することとする旨、記載する。

下げ調整の kWh価格＝上げ調整の kWh価格÷１．１×０．９

➢ 一定割合は、「限界費用（円/kWh）×10％」とする旨、記載する。

⚫ 調整力ΔkW市場

➢ Ｂ種電源の一定額は、「当年度分」の固定費回収のための合理的な額を上回ら

ない範囲で決定される旨、記載する。

➢ 固定費回収のための合理的な額は、以下の考え方にしたがって算定する旨、記

載する。

 固定費回収の対象期間は適切に期間按分された固定費の当年度分とする。

 固定費回収の上限額は、当年度分の減価償却費等を含む固定費（※１）か

ら他市場で得られる収益（※２）を差し引いた額とする。

（※１）需給調整市場への参加のための制度見直しに伴うシステム改修費

については、年度単位の回収計画を立てた上で、ΔkWに算入することを認

める。

（※２）容量市場収入額については、経過措置により容量市場収入を得て

いない額についても、収入を得たとみなす。

➢ 固定費回収後の一定額は、0.33円/ΔkW・30分（A種電源）とする旨、記載す

る。

➢ 逸失利益（機会費用）は、需給調整市場への応札に伴い発生するものに限る

旨、記載する。

➢ 起動費等の入札価格への反映は、１回分までしか認めない旨、記載する。ま

た、取り漏れが生じた起動費等については、その相当分の額について、一般送

配電事業者と発電事業者等の間で事後精算を行うことを許容する旨、記載す

る。
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について

⚫ 第92回制度検討作業部会（2024年5月10日）において、需給調整市場の課題への対応策の全体像が示された。

⚫ そのうち、応札量の増加の観点から、価格規律の見直しが取り上げられ、制度設計専門会合及び制度設計・監視専門

会合において検討・整理が進められてきた。

第92回制度検討作業部会
(2024年5月10日) 資料4 一部修正

資料５
参考資料
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（①調整力kWh市場における限界費用の考え方について）

第1回制度設計・監視専門会合
(2024年9月30日) 資料8 
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（①調整力kWh市場における限界費用の考え方について）

第1回制度設計・監視専門会合
(2024年9月30日) 資料8 
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（①調整力kWh市場における限界費用の考え方について）
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(2024年9月30日) 資料8 

7



需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（①調整力kWh市場における限界費用の考え方について）
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（①調整力kWh市場における限界費用の考え方について）
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（①調整力kWh市場における限界費用の考え方について）
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（①調整力kWh市場における限界費用の考え方について）
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（①調整力kWh市場における限界費用の考え方について）

第1回制度設計・監視専門会合
(2024年9月30日) 資料8 
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（②固定費回収のための合理的な額の考え方について）

第1回制度設計・監視専門会合
(2024年9月30日) 資料8 
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（②固定費回収のための合理的な額の考え方について）
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（②固定費回収のための合理的な額の考え方について）
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（②固定費回収のための合理的な額の考え方について）
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（②固定費回収のための合理的な額の考え方について）

第1回制度設計・監視専門会合
(2024年9月30日) 資料8 
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（③固定費回収後の一定額について）

第3回制度設計・監視専門会合
(2024年11月15日) 資料6 
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（③固定費回収後の一定額について）

第3回制度設計・監視専門会合
(2024年11月15日) 資料6 
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（④逸失利益（機会費用）の考え方について）

第1回制度設計・監視専門会合
(2024年9月30日) 資料8 
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（④逸失利益（機会費用）の考え方について）

第1回制度設計・監視専門会合
(2024年9月30日) 資料8 
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（⑤起動費等の扱いについて）

第46回需給調整市場検討小委員会
(2024年3月26日) 資料2
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（⑤起動費等の扱いについて）

第1回制度設計・監視専門会合
(2024年9月30日) 資料8
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需給調整市場ガイドライン改定の建議について
（⑤起動費等の扱いについて）

需給調整市場ガイドライン（2024年３月25日改定）（抜粋）

2．調整力ΔkW市場

（１）ΔkW電源
（略）

（略）

（略）

ΔkW価格≦当該電源等の逸失利益（機会費用）＋一定額等
一定額＝0.33円／ΔkW・30分（※１）または電力・ガス取引監視等委員会事務局との協議を経て決定した額（※
２）とし、等は売買手数料とする。

（適切な起動費等の計上・入札の在り方）
⚫ 起動費等の入札価格への反映は２回分までしか認めない。２回分の起動費等を各入札ブロックに約定確率を考慮
して按分するなど、入札事業者において入札を工夫すること。

⚫ 取り漏れが生じた起動費等については、その相当分の額について当該年度の先々の取引において計上することを
許容することを基本とし、その上限額は、固定費回収額と合わせて管理することとする。その場合、取り漏れの
根拠資料を電力・ガス取引監視等委員会事務局に提出し、先々の取引で計上することについての確認を経ること
とする。

需給調整市場ガイドライン 抜粋
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